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Ⅰ 中期基本計画策定にあたって 

 

１ 計画の方針 

 

第２次佐野市生涯学習推進基本構想・前期基本計画では、「『私』の楽習から始

まる参画と協働」を基本理念として、社会形成活動のための入り口として学習が

行われ、それが「まちづくり」として発展していき、ほかのまちづくりへの参画

と協働に関わっていくことを目指してきました。 

また、生涯学習施策を体系化して方向性を示し、市民の生涯学習を具体的に支

援していくための事業をそれぞれの体系に位置付け、市民参画による生涯学習の

推進を図ってきました。 

第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画では、前期基本計画を踏まえ、令和元

年東日本台風被害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによる社会情勢の

変化を考慮し、「シニア世代の地域への参画」や「ＩＣＴ（ Information and 

Communication Technology の略、情報及び通信に関する技術の総称）を活用した

生涯学習」を政策体系に取り入れ、生涯学習によるまちづくりのさらなる推進を

図ります。 
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２ 計画の位置付け 

  

本計画は上位計画である第２次佐野市総合計画基本構想・中期基本計画の教育

関係分野及び第３次佐野市教育大綱・佐野市教育振興基本計画の内容を受けた個

別計画の一つです。 

 

 

３ 計画の期間  
 

第２次佐野市総合計画については平成 30(2018)年度から令和 11(2029)年度ま

での 12 年間の計画となり、第２次佐野市生涯学習推進基本構想については令和

元(2019)年度から令和 11(2029)年度までの 11 年間となっています。 

 第２次佐野市生涯学習推進基本計画については前期３年間、中期４年間、後期

４年間の３段階で推進を行っていくものです。 

 

 

 

 

 

 
図１ 第２次佐野市総合計画と第２次佐野市生涯学習推進基本構想・基本計画の期間  

【関係図】

・佐野市子ども・子育て支援事業計画

・佐野市人権教育・啓発推進基本計画

・佐野市男女共同参画プラン

・佐野市環境基本計画

・佐野市地域福祉計画

・佐野市障がい者福祉計画

・佐野市障がい児福祉計画

【特に関連する市の計画】

第２次佐野市総合計画基本構想・中期基本計画

第３次佐野市教育大綱

佐野市教育振興基本計画

第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画
第２次

佐野市生涯学習推進

基本構想

年度（西暦）
H30年度
(2018年)

R1年度
(2019年)

R2年度
(2020年)

R3年度
(2021年)

R4年度
(2022年)

R5年度
(2023年)

R6年度
(2024年)

R7年度
(2025年)

R8年度
(2026年)

R9年度
(2027年)

R10年度
(2028年)

R11年度
(2029年)

第2次佐野市

総合計画

第2次佐野市

生涯学習推進

基本構想

第2次佐野市

生涯学習推進

基本計画

第2次佐野市総合計画（12年）

第2次佐野市生涯学習推進基本構想（11年）

前期基本計画3年 中期基本計画4年 後期基本計画4年



 

3 

 

 

Ⅱ 施策体系 
 

１ 体系化の目的                                 

 本計画のメインテーマである「『私』の楽習から始まる参画と協働」を効果的

に推進していくために、行政が取り組むべき施策の方向やその具体的方策を明ら

かにし、それらの統合化・総合化を図り、適切で効果的な施策を進めるために体

系化を行います。 

 

２ 体系化の視点                                 

 この計画は、行政が市民に提供する学習機会を、内容の面で総合的・体系的に

把握するために、３つの視点を設けています。 

  ① 「まちづくりへの参画支援」を整理する視点 

  ② 「子育てのまちづくりの支援」を整理する視点 

  ③ 「幅広い生涯学習活動の活性化」を整理する視点 

 

 なお、体系化を進めることによって個別に分類された諸施策・諸事業のうち、

特に重要なものについては、全庁を挙げて取り組む３つの生涯学習推進重点プロ

ジェクトとして位置付けます。 

 

  ① シニア世代向け講座充実事業 

  ② 子育てのまちづくり支援事業 

  ③ 学習・参画活動拠点連携推進事業 

 

３ 分類について                                 

 施策体系では大分類・中分類・小分類という形で、３つのレベルに分け、設定

します。各レベルについては以下のように位置付けします。 

大分類（施策目標） 
体系を構成する３つの施策目標を、大分類

というレベルに位置付けします。 

中分類（施策の方向性） 

施策目標となる３つの柱（大分類）に、現

在実施している事業及び今後実施すべき事

業を分類し、さらに課題別に整理し、施策

の方向性を具体的に例示したものです。 

小分類（具体的方策） 

施策の方向性（中分類）に従った形で、事

業推進の方向性を示した諸施策や、具体的

な内容を伴った諸事業を分類し、さらに課

題別に整理し、例示したものです。 
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す 

(１)市民研究活動の促進と高等教育・行政機関との連携

を図ります 

(２)スポーツ・健康・趣味・教養分野における仲間づく

り活動を推進します 

(３)生涯学習施設の充実と有効活用を図ります 

(４)学習情報提供・相談事業を充実します 

(５)多様化する学習ニーズに対応した学習機会を提供し

ます 

(６)学習成果を生かした活動を充実します 

(７)生涯学習を総合的に支援する体制を充実します 

(１)子育て仲間づくり活動を支援します 

(２)家庭教育の推進と地域教育力の向上を推進します 

(３)青少年の参画活動を推進します 

(４)地域子育て資源の活用を図ります 

(５)市民・学校・行政の協働を推進します 

(６)子どもの居場所づくりに取り組みます 

(１)郷土愛を育み、ふるさとを守る活動を支援します 

(２)社会の課題の解決に取り組む学習活動を支援します 

(３)少子高齢社会への対応を図ります 

(４)安心して安全に暮らせる社会の実現を図ります 

(５)すべての人にやさしい社会の実現を図ります 

(６)環境にやさしい社会の実現を図ります 

(７)シニア世代の地域への参画を支援します 

(８)市民参加による自立したまちづくりを支援します 

総合計画の 

将来像 

施策目標

大分類 中分類 
４ 施策体系図 
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シニア世代向け

講座充実事業 

子育ての 

まちづくり 
支援事業 

①子育てにかかわる人たちの交流を支援します  

②子育てに関する学習・相談機会の充実を図ります  

①家庭教育の支援・充実を図ります  

②地域ぐるみの子育て活動を支援します  

①青少年の交流機会を充実します  

②青少年による地域ボランティア活動の充実を図ります  

①子どもの地域活動を支援します  

②地域の人材・施設・自然等の子育て資源を再発見し、活用を図り

ます 

①生涯学習の基礎をつくる学校教育を充実します  

②家庭・学校・地域の連携・融合を進めます  

①子どもたちの居場所づくりを支援します  

②新たに居場所を創り出す人材を育成するための支援を図ります 

重点プロジェクト 

①ふるさとについて学び、地域文化に関する学習を充実します 

②伝統行事や文化財の保護・活用を推進します  

③観光に対する理解を深め、おもてなしの心を育みます  

①参画活動を進めるための学習を充実します  

②地域で活躍する人材を育成します  

①異世代間の交流を促進します  

②高齢者への学習支援を充実します  

①災害に備えるための学習や活動を充実します  

②事故や犯罪をなくすための学習機会を充実します  

①人権を尊重する心を育てる学習・相談機会を充実します  

②男女共同参画社会を実現するための学習・相談機会を充実します 

①環境を守る学習機会を充実します  

②自然環境の保全や生態系への関心を高めます  

①高齢者の生きがいづくりを支援します  

②高齢者の地域参画を支援します  

①市民と協働した地域づくりを推進します  

②市民参画・協働についての情報提供や学ぶ機会を充実します 

小分類 

①高等教育機関との連携を図ります  

②他自治体や民間団体との連携を図ります  

①健康づくりのための学習と仲間づくりを進めます  

②生きがいや新たな出会いの場をつくるための学習機会を充実します 

①生涯学習施設の機能を高め、活用を促進します  

②生涯学習資源の活用を図り、連携に努めます  

①学習情報の提供を充実します  

②学習相談体制を整えます  

①学習ニーズを把握し、現代的課題に対応する学習を充実します 

②ＩＣＴを活用した新しい学習機会を提供します  

①学習成果を発表する機会を充実します  

②学習成果を生かした活躍を支援します  

①全庁的な生涯学習推進体制を充実します  

②生涯学習に関する普及・啓発・情報提供に努めます  

学習・参画活動 

拠点連携推進

事業 
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Ⅲ 施策体系に基づく方策と成果指標 

１ まちづくりへの参画・協働を支援します 

 

(１)郷土愛を育み、ふるさとを守る活動を支援します 

 

高齢化やライフスタイルの多様化が進む中で、自分たちが暮らす地域を深く知り、

郷土愛を育むことは重要になってきています。ふるさとについて学び、地域の個性を

生かした文化芸術活動を振興し、より豊かな文化芸術活動を生み出していくことを支

援します。そして、広域的な交流によって地域間の相互理解を深め、生涯学習資源の

共有化を図ります。 

 

【具体的方策】 

①ふるさとについて学び、地域文化に関する学習を充実します 

地域文化を守り、市民の文化芸術活動に対してさまざまな支援を行うとともに、伝

統文化に親しむ機会や、優れた芸術文化に接する機会の充実を図ります。 

 

②伝統行事や文化財の保護・活用を推進します 

地域の文化財や伝統芸能、伝統行事について、市民が積極的に伝承し、人材の発掘

や養成を行う機会を充実します。 

 

③観光に対する理解を深め、おもてなしの心を育みます 

地域の人々の暮らしや文化、人との交流、地域産業の体験など、地域住民と共鳴す

るすべての行為、空間、雰囲気、環境、施設など、あらゆる観光資源に対する認識を

深め、地元に愛着を持ってもらうともに、「おもてなしの心」を育てる機会を充実しま

す。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 学校訪問事業等実施数（芸術家派遣事業） 5 校 21 校 

② 佐野市の歴史上の人物や文化財・郷土などを

知っている市民の割合 
91.5％ 94.0％ 

③ 観光ボランティアガイド協会の登録人数 36 人 70 人 



 

7 

 

(２)社会の課題の解決に取り組む学習活動を支援します 

 

この計画は、市民が社会問題に取り組む姿勢を持つことの重要性を認識し、コミュ

ニティ形成・青少年育成・人権尊重・地域環境保護・地域産業活性化などのための「社

会的必要としての学習や活動」を振興するための施策を重視します。 

市民はボランティアの心を持って、現代社会が必要とするまちづくり活動、生涯学

習活動などに参加しています。「参画」とは、単に「参加」するだけではなく、計画か

ら実施、評価に至るまで主体的にかかわる行為です。 

このような参画活動の中で生まれる「学び」や、参画活動をするために行われる「学

び」は、地域の中で人と人とのつながりを育みます。また、社会や地域とかかわりな

がら学習していくことは、地域で活躍する人材を発掘し、育成することにもつながり

ます。 

 

 

 

※各成果指標の令和２年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症対策により一時的に 

数値が減少している場合があります。 
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【具体的方策】 

①参画活動を進めるための学習を充実します 

誰もが個性と能力を発揮しながら、心豊かに生きていくための意識の啓発や、自己

実現、参画の推進にかかわる講座を開催し、学習機会を提供します。 

 

②地域で活躍する人材を育成します 

 地域づくりの担い手となる指導者・リーダーを育成発掘していくための支援、研修

を行うとともに、その能力を地域のさまざまな活動や問題解決に生かすため、人材情

報の収集、提供を行います。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 学習メニュー数 359 メニュー 720 メニュー 

② 生涯学習関連講座受講者数 5,778 人 27,000 人 

③ 生涯学習ボランティア登録者数 339 人 450 人 
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(３)少子高齢社会への対応を図ります 

 

少子高齢社会では、世代間の価値観の違い、子育て支援の在り方、若者の社会意識、

高齢者の介護など多岐にわたる問題があります。そのため、世代を超えた心の交流と、

青少年も含めた市民の参画活動が望まれます。 

少子高齢社会における問題を解決するためには、異世代間の交流を進めるほか、子

育て中の保護者が支援されるだけでなく、自分のできる範囲で、子育てしやすい環境

づくりに参画できる条件を整備する必要があります。高齢者については、豊富な知識・

技術・経験を地域で活かすための、活躍の場を提供することが重要です。また、子ど

もから高齢者まで生涯を通じて学べる学習内容や、学習機会の提供を推進します。 

 

【具体的方策】 

①異世代間の交流を促進します 

人と人とのつながりを大切にし、生きがいづくり、仲間づくりの機会を提供すると

ともに、さまざまな事業を通じて異世代、同世代間の交流を図ります。 

 

②高齢者への学習支援を充実します 

健康で充実した生活を送れるよう、介護予防やレクリエーション活動、社会保障制

度などについて学習する機会を充実します。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 社会参加をしている高齢者の割合 46.3％ 61.5％ 

② 生きがいを持って生活している高齢者の割 

合 
68.4％ 84.9％ 
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(４)安心して安全に暮らせる社会の実現を図ります 

 

近年、全国各地で予期せぬ自然災害等による被害が発生しています。本市において

も令和元年東日本台風の影響により甚大な被害を受け、現在も復旧・復興の最中にあ

ります。大規模災害を経験した以上、あらゆる状況を事前に想定し、人的被害や経済

損失を軽減しなくてはなりません。そのためには市や防災関係機関等による「公助」

はもとより、市民一人ひとりの自覚に根差した「自助」、地域コミュニティによる「共

助」によって防災・減災に努めるとともに、災害への対応を迅速化する必要がありま

す。 

また、高齢者が特殊詐欺などの犯罪被害に遭うケースや、交通事故の当事者となる

ことが依然として多いことから、地域において安心した生活が送れるよう、人と人と

のつながりを生かし、事故や犯罪に巻き込まれない社会を築くことが重要です。 

そこで、すべての市民が安心して安全に暮らせるよう、一人ひとりの学習や相談、

地域における活動の機会の充実を図ります。 

 

【具体的方策】 

①災害に備えるための学習や活動を充実します 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に迅速に対応できるよう、日頃から

「自らの命は自らが守る」、「自分たちの地域は自分たちで守る」という「自助」・「共

助」の意識の啓発や、災害に備えるための活動、学習機会の充実を図ります。 

 

②事故や犯罪をなくすための学習機会を充実します 

地域において安心した生活が送れるよう、事故や犯罪に巻き込まれないための学習

や相談、地域における活動機会の充実を図ります。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 日頃から災害に対する備えをしている市民

の割合 
42.8％ 55.0％ 

② 日常生活の中で防犯の面で安心した生活を

している市民の割合 
53.5％ 59.0％ 

③ 消費生活被害件数 760 件 570 件 
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(５)すべての人にやさしい社会の実現を図ります 

 

まちづくり活動においても、人権問題を正しく理解し、自らの課題ととらえ、理解

を深めることは欠かせません。まちづくり活動という実践の中で、すべての市民がお

互いに理解し、尊重しあい、ともに支えあいながら、個々の人権を尊重する地域社会

の形成が重要です。 

また、男性も女性も固定的な性別分担意識にとらわれることなく、いきいきと活躍

できる地域を形成するとともに、ＬＧＢＴ等性的少数者の人権についても配慮しなが

ら、性別にかかわりなくあらゆる分野に共同して参画し、その個性と能力を発揮でき

る男女共同参画社会を実現することを目指します。 

これらは、基本的信頼に基づく人間関係を構築することであり、人権尊重の精神に

支えられた地域を基盤とします。そのための学習活動の充実や地域づくりを支援しま

す。 

 

【具体的方策】 

①人権を尊重する心を育てる学習・相談機会を充実します 

お互いの人権を尊重しあい、差別意識を解消していくことを目指し、市民一人ひと

りが生涯にわたり人権に関する多様な学習や相談ができるよう、学習、啓発、相談機

会の充実を図ります。 

 

②男女共同参画社会を実現するための学習・相談機会を充実します 

男女が個性と能力を発揮しながら社会に参画していくため、子どもから高齢者まで

幅広く男女共同参画についての理解を深め、市民すべてで推進していけるよう、学習・

相談機会の充実を図ります。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 日頃から人権を意識しながら生活している

市民の割合 
76.1％ 84.0％ 

② 男女の地位が平等になっていると考えてい

る市民の割合 
10.6％ 27.0％ 
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(６)環境にやさしい社会の実現を図ります 

 

清らかな水と緑豊かな自然環境を大切にし、これからもその豊かな自然環境の中で

住み続けるためには、環境学習を進めることが欠かせません。美しい自然、環境と調

和したまちづくりを進めながら、豊かで誇れる自然を次の世代に引き継ぐ社会づくり

が求められています。 

市内では、さまざまな人々が環境保護をはじめとした多様な活動に取り組んでいま

す。この自然環境を大切にする心や意欲などを育むための取り組みをさらに支援し、

より多くの市民に環境問題について考える機会を提供します。 

 

【具体的方策】 

①環境を守る学習機会を充実します 

温室効果ガス削減や再生エネルギー、ごみの減量化などについての学習や、里山体

験などの活動を通して、多くの市民に環境問題について考える機会を提供し、環境学

習の充実を図ります。 

 

②自然環境の保全や生態系への関心を高めます 

森林や里山、水辺など、豊かな自然とのふれあい活動を通じ、自然環境を大切にす

る心を養うとともに、多様な生物環境への関心を高めます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 環境に配慮した生活をしている市民の割合 32.4％ 42.5％ 

② ごみ減量化やリユース、リサイクルに取組ん

でいる市民の割合 
64.3％ 68.0％ 
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(７)シニア世代の地域への参画を支援します 

 

少子高齢化が進み、生産人口が減っていく中で、地域の活力を維持していくために

は、シニア世代が長い人生の中で培ってきた知識や技術、経験を活かして、地域社会

を活性化していくことが必要です。 

団塊世代を中心とするシニア世代は、仕事や家庭中心の生活から、地域中心の生活

に変わっていきます。社会との接点を失うことなく第２の有意義な人生を送るととも

に、豊富な経験を地域社会に還元していくことが望まれます。 

高齢者の社会参画を円滑に進めるため、令和４年度に（仮称）シニア地域デビュー

条例を制定・施行し、生きがいづくりや、地域での役割と居場所を提供し、仲間との

出会いと交流を促進していきます。 

 

【具体的方策】 

①高齢者の生きがいづくりを支援します 

人生 100 年時代を迎える中で、高齢者が仲間や生きがいを見つけ、健康でいきいき

と地域社会で生きていくために、生きがいづくりとなる学習や相談機会を充実します。 

 

②高齢者の地域参画を支援します 

高齢者が積み上げてきた知識・技術・経験を地域に還元していくための活動の場を

提供し、さまざまな事業を通じた異世代、同世代間の交流を図ります。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① ふれあいサロンの年間参加人数 32,824 人 68,000 人 

② 社会参加をしている高齢者の割合 46.3％ 61.5％ 

③ 生きがいを持って生活している高齢者の割 

合 
68.4％ 84.9％ 
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(８)市民参加による自立したまちづくりを支援します 

 

市民や町会をはじめとする各種団体等と行政の協働によるまちづくりや、市民参加

の機会、コミュニティ活動の充実が必要とされる中、価値観の多様化やライフスタイ

ルの変化などにより、地域における人と人とのかかわり合いが薄れてきています。さ

らに、感染症拡大の影響により、対面での活動において「新しい生活様式」が求めら

れています。 

自立したまちづくりを進めていくためには、人と人との新しいつながり方としての

ＩＣＴの活用等により、さまざまな団体の社会貢献活動が活性化されることが必要と

なります。 

そのため、地域の活性化や市民参画・協働について、学習の機会を提供します。 

 

 

【具体的方策】 

①市民と協働した地域づくりを推進します 

市民の生涯学習活動を支援することにより、市民活動のきっかけづくりを提供しま

す。また、市民活動団体の学習活動を支援することにより、地域の活性化を図ります。 

 

②市民参画・協働についての情報提供や学ぶ機会を充実します 

広報さのや市ホームページ、市民活動センターホームページ等により、市民活動の

情報提供や活動事例の紹介を行います。市民や職員に対する講演会や講座等を開催し

ます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 市民と協働して進めている事業 126 事業 156 事業 

② 市民参画・協働についての講演会等の参加者

数 
73 人 470 人 
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２ 子育て・青少年のまちづくりを推進します 

 

(１)子育て仲間づくり活動を支援します 

 

核家族化の進行やひとり親家庭が増加し、子育てをする親の孤立化、保護者の育児

への不安が増す中、子育て中の保護者がＰＴＡ・子ども会育成会・子育てサークルな

どを通した交流により、仲間を見つけ、支え合うことが必要になっています。育成会

や地域社会で「仲間」と出会うことにより、実践的な「集団学習」が効果的に展開さ

れます。 

「わが子」のことから出発して、「子育てのまちづくり」への参画に至る過程は、自

己の充実のための生涯学習が、まちづくりへの参画という実践へ発展する過程とも一

致します。親子を孤立させないよう、地域社会におけるかかわりに加え、保護者同士

が交流や学習、相談できる機会の充実を図ります。 

 

【具体的方策】 

①子育てにかかわる人たちの交流を支援します 

子どもや保護者を孤立させないため、保護者と子どもがふれあい、一緒に楽しめる

活動や、保護者同士のつながりを支援するための交流の場や学習機会の充実を図りま

す。 

 

②子育てに関する学習・相談機会の充実を図ります 

子育てや教育に関する相談体制や情報提供機会の充実を図ります。また、家庭教育

に関心を持ち、理解を深めるための学習機会を提供し、子どもと子育て家庭を支援し

ます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 子育てにかかわる講座参加者数 365 人 1,180 人 

② 子育て情報誌発行部数 2,800 部 6,000 部 
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(２)家庭教育の推進と地域教育力の向上を推進します 

 

「子育てのまちづくり」のひとつとして、家庭教育の支援があります。子育ての悩

みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまう傾向や、核家族化による身近な人から

子育てを学ぶ機会の減少、地域とのつながりの薄さなど、家庭教育を支える環境は大

きく変化しています。このような課題に対して、身近なつながりの中で家庭教育を支

援することも重要です。保護者同士が交流しながら、子育てに必要な知識や技能など

を学ぶ「親学習プログラム」の効果的な活用も重要になっています。 

また、ＰＴＡや子ども会育成会など、地域のさまざまな人々との活動を通して、地

域の教育力向上を図ることも大切です。これらの「子育てのまちづくり」活動を支援

します。 
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【具体的方策】 

①家庭教育の支援・充実を図ります 

すべての教育の出発点である家庭教育の重要性を認識するために、家庭教育を考え

る機会を提供し、啓発活動の充実を図ります。 

 

②地域ぐるみの子育て活動を支援します 

地域で行われる生活体験、社会体験など各種の交流事業を通して、家庭や地域の教

育力向上を図ります。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 学校支援ボランティア登録者数 778 人 1,000 人 

② 学校安全支援ボランティア登録者数 471 人 605 人 
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(３)青少年の参画活動を推進します 

 

青少年の地域活動への参加は減少傾向が続いており、異世代間の交流や仲間づくり

が進まない状況にあります。このため、青少年の社会性、主体性を育むボランティア

活動、職業体験、自然体験、スポーツ・文化芸術活動などの社会参加体験や交流が重

要となっています。まちづくりに参画する大人たちが、多様な人間関係の魅力や、地

域の活動に参画することによる充実感を、青少年に伝えていくことが大切です。 

青少年の社会参加体験活動を支援し、あらゆる世代との交流やボランティア活動の

充実を図ります。 

 

【具体的方策】 

①青少年の交流機会を充実します 

青少年育成団体との連携により、学校外活動や体験学習の機会を充実し、青少年の

健全な人格を形成します。 

 

②青少年による地域ボランティア活動の充実を図ります 

青少年が講座イベントの企画・運営にかかわり、体験することによって、その学習

の成果を地域で生かす人材を育成します。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 外国人と交流している市民の割合 10.2％ 13.5％ 

② 学習成果を還元する取組みを行う市民の割

合 
7.0％ 14.5％ 
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(４)地域子育て資源の活用を図ります 

 

「子育てのまちづくり」の観点からは、地域の自然・文化・人材を再発見して活用

することが重要な課題となっています。 

遊びを通した豊かな経験が、子どもたちの社会性を育みます。また、ふるさとの文

化や歴史を知ることは、郷土愛を育み、ふるさと佐野を創造していく心を育みます。

地域の子育て資源の活用を通して、子どもたちが地域の文化を受け継ぎ、次の世代に

伝えていく活動を支援します。 

 

【具体的方策】 

①子どもの地域活動を支援します 

家庭や地域の教育力を活かし、子どもが幅広い世代の地域住民とかかわることので

きる交流の場や、さまざまな学習機会の充実を図ります。 

 

②地域の人材・施設・自然等の子育て資源を再発見し、活用を図ります 

子どもたちが地域の中で地域住民と、スポーツや交流活動を行う場を提供します。 

また、市民が学習成果をボランティア活動の中で、地域社会に活かせる施策を展開

します。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 三世代交流事業参加者数 300 人 300 人 

② 学校支援ボランティア登録者数 778 人 1,000 人 
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(５)市民・学校・行政の協働を推進します 

 

「子育てのまちづくり」においては、学校と地域社会相互の連携が求められていま

す。学校は、子どもの生活の場であるとともに、生涯にわたって学ぼうとする意欲を

育てる場でもあります。市民にとって学校が果たす役割は「生涯学習拠点」や「まち

づくり拠点」として重要であるとともに、「子育てのまちづくり」推進への役割も期待

されています。また、学校と地域の連携によって、地域の教育力の向上にもつながり、

学校を核として地域の活性化にもつながります。 

次代を担う子どもたちを育むために、市民・学校・行政の協働を推進します。 

 

【具体的方策】 

①生涯学習の基礎をつくる学校教育を充実します 

義務教育期間は、子どもたちの生涯にわたる学びのための「基礎・基本」として重

要な期間です。多様性をもった特色ある学校教育を行い、自主性と創造性に富む社会

に通じる人間形成を目指します。 

 

②家庭・学校・地域の連携・融合を進めます 

家庭・学校・地域社会が協力し合い、子どもたちを対象とした生活体験、地域活動、

交流の機会を設け、基本的な生活習慣を身につけ、他者とのかかわりの中で社会性や

人間性を育みます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 学校支援ボランティア登録者数 778 人 1,000 人 

② 放課後子ども教室登録児童数 168 人 700 人 
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(６)子どもの居場所づくりに取り組みます 

 

令和元年に厚生労働省が実施した「国民生活基礎調査」によると、現在の日本では

７人に１人の子どもが貧困状態にあります。子どもの貧困は子どもから自己肯定感を

奪うだけでなく、教育格差を生み出し、将来の所得にも影響し、次の世代の貧困へと

連鎖しがちです。これらの解決には、学校や家庭で得られない居場所や仲間づくりの

機会を作り出すことにより、「自分の存在を認めてもらえる」ということが重要になり

ます。その居場所で自分の存在が認められる体験をした子どもたちが、家庭や地域、

職場など、今後の社会の多様な場で居場所を作り出す担い手になっていきます。 

また、社会へのスムーズな移行を目指す生涯教育の視点からは、新しいキャリア選

択の可能性を広げることが重要であり、障がいを抱えている人でもできる仕事を創り

出す、柔軟な枠組みのジョブカフェ（若年のためのワンストップサービスカウンター）

が求められています。このような生涯学習活動による取り組みは、今後ますます重要

になっていきます。 

貧困状態にある子どもたちの居場所づくりや、新たに居場所を創り出す人材を育成

するための支援を図ります。 

 

【具体的方策】 

①子どもたちの居場所づくりを支援します 

学校や家庭で得られない、居場所や仲間関係づくりの場や機会を提供します。家庭、

学校、地域に居場所を創り出すことを目指します。 

 

②新たな居場所を創り出す人材を育成するための支援を図ります 

自分の居場所を見つけ、自分の存在を認めてもらえる、という体験をした子どもた

ちが成長し、新たな居場所を創り出す担い手になれるよう支援します。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和元年度 

(2019 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 中高校生ボランティア研修会実施回数 4 回 6 回 

② 中高校生のボランティア研修会及び研修外

ボランティア活動への参加者数 
252 人 230 人 

③ 放課後子ども教室交流研修会参加者数 76 人 100 人 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策により実施がなかったため、令和元年度の数値を記載 
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３ 幅広い生涯学習を支援します 

 

(１)市民研究活動の促進と高等教育・行政機関との連携を図ります 

 

幅広い生涯学習を活性化するためには、高等教育機関やＮＰＯなどの団体が持つ研

究資源を活用することが必要です。それによって学習活動の質が高まり、その成果が

還元されることで、市民の研究活動はさらに活性化します。 

また、公開講座なども含めて、専門的な指導・助言などが得られるよう、関係機関

との連携を促進します。 

 

【具体的方策】 

① 高等教育機関との連携を図ります 

市民の求める高度な学習内容に対応するため、行政と高等教育機関との連携協力に

よる学習機会を充実します。 

 

②他自治体や民間団体との連携を図ります 

地域におけるさまざまな活動や、市民の学習ニーズに応える学習活動を展開するた

め、近隣自治体や親善都市、民間市民団体等との連携を図ります。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 連携している大学・短大数 5 大学 7 大学 

② 連携している自治体・企業数 126 団体 130 団体 
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(２)スポーツ・健康・趣味・教養分野における仲間づくり活動を推進します 

 

スポーツや健康づくり活動は、生涯にわたっていつでも、どこでも、いつまでも気

軽に取り組めます。日常的に行うことによって、体力の維持・健康増進・人と人との

交流にもつながります。 

身近な地域スポーツや健康づくり活動は、地域コミュニティの活性化に大きな役割

を果たし、人々の交流を深め、地域の一体感を醸成します。あらゆる年齢の市民がス

ポーツ・健康づくりを生活に取り込むことで、豊かで健康的な生活を実現するととも

に、スポーツツーリズムなどによる交流が進み、地域の活性化や、まちづくりにもつ

ながります。気軽にできる趣味・教養の分野も含めて、それらが「まちづくりへの参

画」に結びつくよう支援します。 
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【具体的方策】 

①健康づくりのための学習と仲間づくりを進めます 

生涯を通じて心身の健康を保つため、健康学習の推進及びスポーツやレクリエーシ

ョン活動に参加できる機会を提供し、仲間づくりを進めます。 

 

②生きがいや新たな出会いの場をつくるための学習機会を充実します 

生涯にわたり、心豊かで健康な生活を送るために、生きがいや新たな出会いの場を

つくるための学習機会を充実します。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 健康づくりに取り組んでいる市民の割合 70.7％ 76.5％ 

② １週間に１回以上スポーツを行っている成

人市民の割合 
40.9％ 50.0％ 

③ 生きがいをもって生活している高齢者の割

合 
68.4％ 84.9％ 
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(３)生涯学習施設の充実と有効活用を図ります 

 

市民の学習意欲の高まりや、学習ニーズの多様化・高度化に対応し、市民の主体的

な学習を促進していくためには、生涯学習施設の充実と有効活用が必要です。 

生涯学習施設には、公民館や図書館、美術館などの社会教育施設や、人的交流の場

であるコミュニティ施設、社会福祉施設、社会体育施設なども含まれます。これら市

内にある生涯学習施設を結びつけ、それぞれの機能を相互に補完する施設のネットワ

ーク化が重要です。また、すべての市民が安全に利用しやすい施設にしていくため、

バリアフリーやユニバーサルデザイン（年齢や能力、状況などにかかわらず、できる

だけ多くの人が使いやすいように設計された製品や建物・環境等）を取り入れて、施

設環境の整備を図ることも重要になります。 

これらの取組を通して、市民と行政が手を取り合い、より活用しやすい施設にして

いくことで、市民の活発な学習活動を支援します。生涯学習センターの設立も検討し

ていきます。 

 

【具体的方策】 

①生涯学習施設の機能を高め、活用を促進します 

市民が行う多様で自主的な学習や交流を支援・促進するため、学習メニューの充実

を図り、生涯学習施設の機能を高めます。 

 

②生涯学習資源の活用を図り、連携に努めます 

市内にある社会教育施設や社会体育施設、社会福祉施設などを含めた生涯学習施設

の有効活用を図り、連携に努めます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 生涯学習施設で行う学習メニュー数 359 メニュー 720 メニュー 

② 学習の環境が整っていると感じる市民の割

合 
36.9％ 45.0％ 
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(４)学習情報提供・相談事業を充実します 

 

市民一人ひとりが自由に学習情報を得ることができるようにするためには、講座や

イベント、場・団体・指導者・ボランティアなどの学習情報を必要に応じて見つけら

れるシステムが必要です。新鮮で、正確で、わかりやすい情報を、いつでも、どこで

も提供できることが望まれます。 

そのため、学習相談体制を整え、相談者の求めに応じた学習内容や、学習方法を提

供できる環境の充実に努めます。 

 

【具体的方策】 

①学習情報の提供を充実します 

市民が身近なところで、自分にもっとも適した学習を選び、効率的で効果的に活動

できるよう、広報さのや市ホームページ等により、情報の提供を行います。 

 

②学習相談体制を整えます 

市民が生涯学習に取り組むきっかけづくりや、学習の進め方、学習支援などついて

相談する機会の充実を図っていきます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 市政情報が十分に提供されていると認識し

ている市民の割合 
66.9％ 86.0％ 

② 学習成果を還元する取組みを行う市民の割

合 
7.0％ 14.5％ 
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(５)多様化する学習ニーズに対応した学習機会を提供します 

 

現代の代表的な学習課題として、情報化・国際化・人権問題・環境問題など、急速

な社会の変化に伴うさまざまな問題があります。それらを解決するためには、仲間と

共に学び、問題を共有し、実践活動につなげていくことが大切です。 

また、自然災害や感染症拡大の影響などにより、今までどおりの学習活動ができな

い状況もあり、オンラインなどを有効に活用した、新しい学習の方法も求められてい

ます。市民のニーズや社会の変化に対応した学習機会の提供に努めます。 

 

【具体的方策】 

①学習ニーズを把握し、現代的課題に対応する学習を充実します 

多様化する市民の学習ニーズを把握し、さまざまな問題に対応するための学習機会

を提供することにより、市民が学習の成果をまちづくりに反映できるよう支援します。 

 

②ＩＣＴを活用した新しい学習機会を提供します 

対面で人と人とがふれあうことが難しい環境においても、オンラインを利用した講

座や体験などの学習機会の充実により、何かを学びたいという市民のニーズに応えま

す。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 市政情報が十分に提供されていると認識し

ている市民の割合 
66.9％ 86.0％ 

② 講座の内容が充実していると感じる受講者

の割合 
95.9％ 97.0％ 

③ インターネット利用割合 78.4％ 83.0％ 
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(６)学習成果を生かした活動を充実します 

 

市民が自己の学習を深め、ほかの人々と学習活動を支え合い、さらに新たな学習者

を誘うことによって、学びの循環が生まれます。このようにして、学習をした人が、

その学習成果を生かして生涯学習のまちづくりに参加することは、「学習成果の社会

還元」につながります。行政には、学習成果を地域社会に還元するための人材活用や、

活躍の場を整備する役割が求められます。 

市民と行政が一体となって「生涯学習によるまちづくり」の課題を共有し、学びあ

うための機会の充実を図ることが、学習成果の社会還元につながっていきます。 

 

【具体的方策】 

①学習成果を発表する機会を充実します 

市民がやりがいを感じながら学習を深め、多くの人々の学習活動を支え、新たな仲

間を誘うきっかけをつくるために、取り組んでいる学習成果の発表をする機会を充実

します。 

 

②学習成果を生かした活躍を支援します 

市民がまちづくりに参加するための、学習の成果を生かす人材活用や活動の機会を

整備し、生涯学習活動の指導者を育成・支援していきます。 

 

【主な生活指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

① 学習成果を還元する取組みを行う市民の割

合 
7.0％ 14.5％ 

② 生涯学習ボランティア登録者数 339 人 450 人 
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(７)生涯学習を総合的に支援する体制を充実します 

 

基本構想のメインテーマである「『私』の楽習から始まる参画と協働」を効果的に推

進するためには、各部署がこれを「わが事」として取り組むような総合行政として支

援していくことが必要です。そのためにはすべての部署が連携し、一体となって生涯

学習推進体制を整えることが重要です。 

また、「生涯学習によるまちづくり」を実現し、豊かな地域社会を形成するためには、

市民や企業・ＮＰＯなどの民間団体と連携し、力をあわせて事業を展開したり、活動

したりすることが大切になります。 

行政は市民と協働し、全庁的な推進組織の機能の充実を図り、さまざまな施策の総

合的で効果的な推進に努めます。 

 

【具体的方策】 

①全庁的な生涯学習推進体制を充実します 

総合行政として生涯学習を支援していくために、すべての部署が連携し、一体とな

って生涯学習に関する施策を総合的かつ体系的に推進していくための体制を整備し、

充実を図ります。 

 

②生涯学習に関する普及・啓発・情報提供に努めます 

市民との連携によって行われる「生涯学習によるまちづくり」を実践するため、市

民の学習動向を的確に把握し、学習機会の充実や、学習情報の提供、普及・啓発に努

めます。 

 

【主な成果指標】 

成果指標 

令和２年度 

(2020 年度) 

実績 

令和７年度 

(2025 年度) 

目標 

①学習メニュー数 359 メニュー 720 メニュー 

② 学習の環境が整っていると感じる市民の割

合 
36.9％ 45.0％ 

③ 市政情報が十分に提供されていると認識し

ている市民の割合 
66.9％ 86.0％ 
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参 考 資 料 

１ 第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画策定の経緯 

期 日 会 議 内 容 等 

令和２年 

  １１月２日 

令和２年度第１回佐野市生涯学習推進協議会の開催 

・市長からの諮問 

・第２次佐野市生涯学習推進前期基本計画令和元年度実績値報告について 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画策定に向けた意見聴取 

令和３年 

２月１７日 

 ～３月５日 

令和２年度第２回佐野市生涯学習推進協議会の開催(書面会議) 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画における生涯学習推進の課題につ

いて 

４月９日 

中期計画策定アドバイザーとの協議 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の今後のスケジュール等につい

て 

６月２３日 
中期計画策定アドバイザーとの協議 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の方向性について 

７月１２日 
令和３年度第１回佐野市生涯学習推進協議会の開催 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の方向性について 

７月３０日 

～８月１３日 

令和３年度第１回佐野市生涯学習推進本部専門部会の開催(書面会議) 

・第２次佐野市生涯学習推進前期基本計画令和２年度実績値報告について 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の成果指標について 

８月２０日 
中期計画策定アドバイザーとの協議 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画市長への答申について 

９月９日 

～１７日  

令和３年度第２回佐野市生涯学習推進協議会の開催（書面開催） 

・第２次佐野市生涯学習推進前期基本計画令和２年度実績値報告について 

・市長への答申について 

９月３０日 第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の方向性について市長へ答申 

１０月１３日 

～２２日 

令和３年度第１回佐野市生涯学習推進本部幹事会の開催(書面開催) 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画（案）について 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の成果指標について 

１０月２６日 

～１１月２日 

令和３年度第１回佐野市生涯学習推進本部会議の開催(書面開催) 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画（案）について 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画の成果指標について 

１１月５日 

～１０日 

令和３年度第２回佐野市生涯学習推進本部会議・幹事会合同会議(書面開催) 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画（案）について 

１１月８日 
令和３年度第３回佐野市生涯学習推進協議会の開催 

・第２次佐野市生涯学習推進中期基本計画（案）について 

令和４年 

１月４日 

 ～２月４日 

パブリック・コメントの実施 
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２ 佐野市生涯学習推進協議会条例 

佐野市生涯学習推進協議会条例  

 

平成 17 年 2 月 28 日  

条例第 102 号  

 

(設置 ) 

第 1 条  市長の諮問に応じ、生涯学習の推進に関し必要な事項を調査審議させる

ため、佐野市生涯学習推進協議会 (以下「協議会」という。 )を置く。  

(所掌事務 ) 

第 2 条  協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。  

(1) 生涯学習の推進に関すること。  

(2) 生涯学習の基本的施策及び課題に関すること。  

(3) その他生涯学習に関すること。  

(組織 ) 

第 3 条  協議会は、委員 20 人以内で組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  

(1) 学識経験者  

(2) 関係団体の代表者  

(3) 関係行政機関の職員  

(任期 ) 

第 4 条  委員の任期は、 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

(委任 ) 

第 5 条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附  則  

この条例は、平成 17 年 2 月 28 日から施行する。  
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３ 佐野市生涯学習推進協議会委員名簿 

【令和４（２０２２）年３月末現在】 

区 分 団 体 名 等 委 員 氏 名 備考 

３
条
２
項
１
号 

学
識
経
験
者 

学識経験者 山 田 喜美江 会長 

学識経験者 小 倉 徳 次  

学識経験者 須 藤 敏 夫  

学識経験者 青 木 夕賀子  

佐野日本大学短期大学 松 﨑 勇 人  

学識経験者（元聖徳大学教授） 西  村 美東士  

３
条
２
項
２
号 

関
係
団
体
の
代
表
者 

佐野市社会教育委員 小 林 貴 代 副会長 

中央公民館サークル連絡協議会 高 橋   寿  

佐野市スポーツ協会 高 橋 治 夫  

佐野市町会長連合会 福 島 秀 治  

男女共同参画ネットワークさの 松 村 セツ子  

佐野市小中義務教育学校 PTA連絡協議会 遠 藤 佳 子  

佐野市子ども会連合会 奥 村 美佐子  

（一社）佐野青年会議所 荻 野 友 義  

佐野市ボランティア協会 長 濱 洋 子  

佐野市文化協会 海老原 脩 治  

佐野市楽習講師会 坂 本 達 也  

３
条
２
項
３
号 

行
政
機
関
の
職
員 

佐野市立小学校長会 秋 山 広 美  

佐野市立中学校長会 塚 田 良 雄  

教育総務部長 永 島 常 民  
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４ 佐野市生涯学習推進本部設置要綱 

佐野市生涯学習推進本部設置要綱  

 

平成 23 年 11 月 14 日  

教育委員会訓令第５号  

 

（設置）  

第１条  生涯学習を総合的かつ計画的に推進するため、佐野市生涯学習推進本部

（以下「本部」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  本部は、次に掲げる事務を所掌する。  

(１ ) 生涯学習の推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）の原

案の作成に関すること。  

(２ ) 基本構想に即して計画的な推進を図るための基本的な計画（以下「基本計

画」という。）の原案の作成に関すること。  

(３ ) 基本計画に係る施策（以下「施策」という。）の企画及び立案並びに総合

調整に関すること。  

(４ ) 施策の実施状況の評価及び改善に関すること。  

(５ ) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関し必要があると認める事務 

（組織）  

第３条  本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。  

２  本部長は市長を、副本部長は両副市長及び教育長を、本部員は別表第１に掲

げる職員をもって充てる。  

（本部長及び副本部長）  

第４条  本部長は、会務を総理し、本部を代表する。  

２  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠け

たときは、本部長があらかじめ定める順序でその職務を代理する。  

（会議）  

第５条  本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。  

２  本部は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め

て、その意見又は説明を聴くことができる。  

（幹事会）  

第６条  本部は、基本構想及び基本計画の素案を作成し、及び施策の実施状況の

調査及び分析を行うため、幹事会を置く。  

２  幹事会は、次に掲げる事務を所掌する。  

(１ ) 基本構想及び基本計画の素案を作成し、これを本部に提出すること。  

(２ ) 施策の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を本部に報告すること。  
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(３ ) 前２号に掲げるもののほか、基本構想及び基本計画に関し本部が指定する

事務を行い、その結果を本部に報告すること。  

３  幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。  

４  幹事長は教育総務部長を、副幹事長は生涯学習課長を、幹事は別表第２に掲

げる職員をもって充てる。  

５  幹事長は、幹事会の事務を掌理する。  

６  副幹事長は、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。  

７  前条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、同条第１項中

「本部長」とあるのは、「幹事長」と読み替えるものとする。  

（専門部会）  

第７条  幹事会は、施策に関する専門の事項の調査研究を行うため、当該事項ご

とに専門部会を置くことができる。  

２  専門部会は、次に掲げる事務を所掌する。  

(１ ) それぞれの専門の事項を調査研究し、その結果を幹事会に報告すること。  

(２ ) 前号に掲げるもののほか、それぞれの専門の事項に関し幹事会が指定する

事務を行い、その結果を幹事会に報告すること。  

３  それぞれの専門部会は、生涯学習課長及び別表第３に掲げる職員を充てる専

門部会員のうちから幹事長が指名する者をもって組織する。  

４  それぞれの専門部会に専門部会長を置き、生涯学習課長がこれに当たる。  

５  専門部会長は、専門部会の事務を掌理する。  

６  専門部会長に事故があるときは、専門部会長があらかじめ指名する専門部会

員がその職務を代理する。  

７  第５条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条第１

項中「本部長」とあるのは、「専門部会長」と読み替えるものとする。  

（庶務）  

第８条  本部の庶務は、教育総務部生涯学習課において処理する。  

（その他）  

第９条  この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長

が本部に諮って定める。  

 

附  則  

この訓令は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 24 年３月 28 日教委訓令第２号）  

この訓令は、平成 24 年４月１日から施行する。  

附  則（平成 25 年３月 27 日教委訓令第２号）  

この訓令は、平成 25 年４月１日から施行する。  

附  則（平成 26 年３月 28 日教委訓令第１号）  

この訓令は、平成 26 年４月１日から施行する。  

附  則（平成 28 年６月 28 日教委訓令第７号）  
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この訓令は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 30 年３月 29 日教委訓令第１号）  

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。  

附  則（平成 31 年３月 28 日教委訓令第２号）  

この訓令は、平成 31 年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年３月 26 日教委訓令第４号）  

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年３月 24 日教委訓令第３号）  

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。  

 

別表第１（第３条関係）  

総合政策部長  行政経営部長  市民生活部長  こども福祉部長  健康医療部長  

産業文化部長  観光スポーツ部長  都市建設部長  上下水道局長  教育総務部

長  

別表第２（第６条関係）  

政策調整課長  都市ブランド推進課長  行政経営課長  市民活動促進課長  危

機管理課長  人事課長  情報政策課長  環境政策課長  人権・男女共同参画課

長  市民生活課長  社会福祉課長  障がい福祉課長  こども課長  いきいき高

齢課長  介護保険課長  健康増進課長  産業立市推進課長  農政課長  農山村

振興課長  文化立市推進課長  観光立市推進課長  スポーツ立市推進課長  都

市計画課長  上下水道局企業経営課長  上下水道局下水道課長  教育総務課長   

学校管理課長  学校教育課長  教育センター所長  文化財課長  

別表第３（第７条関係）  

政策調整課政策調整係長  都市ブランド推進課ブランド戦略係長  行政経営課

行政経営係長  市民活動促進課市民活動促進係長  危機管理課防犯係長  人事

課人事係長  情報政策課情報管理係長  環境政策課環境係長  人権・男女共同

参画課人権推進係長  市民生活課生活安全係長  社会福祉課福祉総務係長  障

がい福祉課障がい福祉係長  こども課こども育成係長  いきいき高齢課高齢福

祉係長  介護保険課介護サービス係長  健康増進課地域医療係長  産業立市推

進課産業立市推進係長  農政課農政係長  農山村振興課農山村振興係長  文化

立市推進課文化立市推進係長  観光立市推進課観光立市推進係長  スポーツ立

市推進課スポーツ立市推進係長  都市計画課計画係長  上下水道局企業経営課

経営企画係長  上下水道局下水道課下水道計画係長  教育総務課総務係長  学

校管理課学校管理係長  学校教育課学務係長  教育センター副主幹  生涯学習

課社会教育係長  文化財課文化財保護係長  
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５ 佐野市生涯学習推進体制組織図 
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６ 「楽習と参画のまち佐野」都市宣言 

 

「楽習と参画のまち佐野」都市宣言 

 

 私たち佐野市民は、ひとりひとりが楽習をとおして個人として深まり、その個性

を生かし、協働して佐野のまちづくりに参画します。たがいに自分らしさを認めあ

い、支えあい、はぐくみあう仲間をつくります。まちづくりへの参画のなかで、自

分らしさを佐野のまちに咲かせます。 

 

 私たちはふるさとを守り、はぐくみます。家庭、地域、学校、職場のなかで、世

代や価値観の違いを超えた心の交流を広め、安全で安心なまちをつくります。子育

てのなかで親が育ち、こどもが愛されて育つまちをつくります。 

 

 私たちは佐野のもつすばらしい自然と文化を学びます。ふるさとの自然を守り、

ふるさとから文化を発信します。 

 

 ここに佐野市を「生涯学習都市」とすることを宣言します。 

 

 

                    平成１９年１２月２５日 

 

佐 野 市 
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